
会計情報レポート

本稿では、2020年3月31日に企業会計基準委員会
（以下、ASBJ）から公表された改正企業会計基準第29

号「収益認識に関する会計基準」（以下、本改正会計
基準）及び改正企業会計基準適用指針第30号「収益
認識に関する会計基準の適用指針」（以下、本改正適
用指針）等の概要について解説します。また、会計基
準等の改正に伴い、20年4月10日に金融庁より、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の
一部を改正する内閣府令（案）」等が公表されており、
当該内容については、次号において解説する予定です。
なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の私見である
ことをあらかじめ申し添えます。

1. 公表の経緯
18年3月30日にASBJより、わが国における収益認
識に関する包括的な会計基準として、企業会計基準第
29号「収益認識に関する会計基準」（以下、2018年
会計基準）及び企業会計基準適用指針第30号「収益認
識に関する会計基準の適用指針」が公表されています。
2018年会計基準においては、早期適用するにあたって
の必要最低限の以下の注記のみを定め、また、収益認
識の表示に関しても、収益の表示科目、収益と金融要
素の影響（受取利息又は支払利息）の区分表示の要否
及び契約資産と債権の区分表示の要否について、財務
諸表作成者の準備期間を考慮した上で、2018年会計
基準が適用されるときまでに、検討することとしてい

ました（2018年会計基準第80項、本改正会計基準
第96-2項）。

本改正会計基準について、会計処理と同様に開示に
ついても国際財務報告基準（IFRS）第15号「顧客と
の契約から生じる収益」（以下、IFRS第15号）と同
様の定めを取り入れるべきかを含めて、開発過程で審
議を行い、19年10月31日に公開草案を公表し、広く
コメント募集を行った後、ASBJに寄せられたコメン
トを検討し、公開草案の修正を行った上で公表に至っ
ています。

2. 基本的な方針
本改正会計基準の審議の過程では、個別の注記事項
ごとに有用性を検討し取り入れるものを決めるべきと
いう意見も寄せられましたが、契約の類型はさまざま
であり、全ての状況において有用な情報を開示するよ
うに定めることは困難であると考えられるとされてい
ます（本改正会計基準第101-5項）。したがって、本
改正会計基準では、開示目的を定めた上で企業の実態
に応じて、企業自身が当該開示目的に照らして注記事
項の内容を決定することとした方が、より有用な情報
を提供できるとして、注記事項の開発にあたっての基
本的な方針として、次の対応を行っています（本改正
会計基準第101-6項）。

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　本改正会計基準等公表までの経緯及び
　　開発にあたっての基本的な方針

収益認識基準（表示・開示）の解説

品質管理本部　会計監理部　公認会計士　大竹勇輝

• Yuki Otake
品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修講師を含む会計に関する当法人内外へ
の情報提供などの業務に従事するとともに、石油・ガス開発業等の監査業務や非監査業務に従事している。

• 企業の主要な事業における主な履行義務の内容
• 企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）

• 包括的な定めとして、IFRS第15号と同様の開示目
的（本稿Ⅲ2.（2）①参照）及び重要性の定めを含め
ています。また、原則として、IFRS第15号の注記
事項の全ての項目を含めています。

• 企業の実態に応じて個々の注記事項の開示の要否を
判断することを明確にし、開示目的に照らして重要
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1. 表示
（1）顧客との契約から生じる収益の表示科目等
顧客との契約から生じる収益を、適切な科目（例え
ば、売上高、売上収益又は営業収益等）をもって損益
計算書に表示します。顧客との契約から生じる収益に
ついては、それ以外の収益と区分して損益計算書に表
示するか、又は区分して表示しない場合には、顧客と
の契約から生じる収益の額を注記します（本改正会計
基準第78-2項、本改正適用指針第104-2項）。

（2）顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の
取扱い
顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧
客との契約から生じる収益と金融要素の影響（受取利
息又は支払利息）を損益計算書において区分して表示
します（本改正会計基準第78-3項）。なお、区分処理
することとした金融要素の影響の表示については、他
の金融要素の影響と合算して表示すること、又は合算
して表示した場合において追加の注記をしないことは
妨げられないと考えられるとされています（本改正会
計基準第157項）。

（3）契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた
債権に関する取扱い
契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債
権は適切な科目をもって貸借対照表に表示します。適
切な科目として、本改正会計基準では、＜表1＞のと
おり例を示しています（本改正会計基準第79項、本
改正適用指針第104-3項）。

また、契約資産と顧客との契約から生じた債権のそ
れぞれについて、貸借対照表に他の資産と区分して表
示しない場合には、それぞれの残高を注記することが

求められています。さらに、契約負債についても、貸
借対照表において他の負債と区分して表示しない場合
には、契約負債の残高を注記することが求められてい
ます（本改正会計基準第79項）。

2. 注記事項
（1) 重要な会計方針
本改正会計基準において、顧客との契約から生じる
収益に関する重要な会計方針として、次の項目を注記
するとされています（本改正会計基準第80-2項、第
80-3項）。

なお、上記②について、本改正会計基準第163項に
おいて、「企業が当該履行義務を充足する通常の時点」
と「収益を認識する通常の時点」は、例えば本改正適
用指針第98項における代替的な取扱い（出荷基準等
の取扱い）を適用した場合には、両時点が異なる場合
があり、このような場合には、「収益を認識する通常の
時点」を注記することになる点が明確化されています。
また、上記③については、例えば本改正適用指針第

98項における代替的な取扱い（出荷基準等の取扱い）
を適用している場合に、後述Ⅲ2.（2）③「収益を理解
するための基礎となる情報」として記載することとし
た内容のうち、重要な会計方針に含まれると判断した
場合等が考えられます。

（2）収益認識に関する注記
①開示目的
本改正会計基準第80-4項において、開示目的を次
のように定めています。

また、当該開示目的を達成するため、収益認識に関
する注記として、次の項目を注記するとされています
（本改正会計基準第80-5項）。

Ⅲ　本改正会計基準等の概要

性に乏しいと認められる項目については注記しない
ことができることを明確にしています。

項目 表示科目

顧客との契約から生じた債権 売掛金、営業債権

契約資産 契約資産、工事未収入金

契約負債 契約負債、前受金

▶表1　表示科目の例示

①企業の主要な事業における主な履行義務の内容
②企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）

③上記①及び②以外に重要な会計方針に含まれると判
断した内容

顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フ
ローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用
者が理解できるようにするための十分な情報を企業が
開示すること

• 収益の分解情報
• 収益を理解するための基礎となる情報
• 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
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ただし、上記の項目に掲げている各注記事項のうち、
開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記
事項については、記載しないことができます（本改正
会計基準第80-5項ただし書き）。重要性の判断につい
ては、定量的な要因と定性的な要因の両方を考慮する
必要がありますが、定量的な要因のみで判断した場合
に重要性がないと言えない場合であっても、開示目的
に照らして重要性に乏しいと判断される場合もあると
考えられるとされています（本改正会計基準第168項）。
また、収益認識に関する注記として記載する内容に
ついて、例えばセグメント情報の注記に含めて収益の
分解情報を示す等、財務諸表における他の注記事項に
含めて記載している場合には、当該他の注記事項を
参照することができます（本改正会計基準第80-9項、
第172項、第173項）。

②収益の分解情報
当期に認識した顧客との契約から生じる収益を、収
益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不
確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分（例え
ば、製品別や地域別等）に分解した情報を注記するこ
ととされています（本改正会計基準第80-10項、本改
正適用指針第106-3項）。
また、企業会計基準第17号「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」を適用している場合、当該会
計基準に従って各報告セグメントについて開示する売
上高との関係を財務諸表利用者が理解できるようにす
るための十分な情報を注記することとされています
（本改正会計基準第80-11項）。
上記の収益の分解情報を注記するにあたっては、例
えば決算発表資料やプレスリリース等で提供されてい
る、より詳細な収益の分解に関する情報を、その開示
目的に照らしてどの程度開示すべきかを検討する必要

があります（本改正適用指針第106-4項）。

③収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約が、財務諸表に表示している項目又は
収益認識に関する注記における他の注記事項とどのよ
うに関連しているのかを示す基礎となる情報として、以
下の事項を注記するとされています（本改正会計基準
第80-12項から第80-19項、第179項から第191項、
本改正適用指針第106-6項、第106-7項）。

上記の注記にあたっては、履行義務の充足時期など
の履行義務に関する情報は、契約の情報等に基づいて
開示する必要があり、これらの情報を適切に収集する
体制を構築する必要があると考えられます。

④当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための
情報として、＜表2＞の内容を注記するとされています
（本改正会計基準第80-20項から第80-24項、第192項
から第205項、本改正適用指針第106-8項、第192項）。
なお、従来行われていた、受注高等の未履行の履行
義務残高についてはシステムにおいて情報を入手する
ことが可能な企業も多いと考えられますが、＜表2＞
の注記事項では、未履行の履行義務残高の将来におけ
る充足時期の情報等を要求しているため、既存のシス
テムの改修や新たな情報の収集体制の構築を検討する
必要があると考えられます。

▶表2　当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

• 契約及び履行義務に関する情報（ステップ1及びス
テップ2）

• 取引価格の算定に関する情報（ステップ3）
• 履行義務への配分額の算定に関する情報（ステップ4）
• 履行義務の充足時点に関する情報（ステップ5）
• 本改正会計基準の適用における重要な判断

項目 内容

契約資産及び契約負債の
残高等

• 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高（区分して表示又は注記していない場合）
• 当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額
• 当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動がある場合のその内容
• 履行義務の充足の時期が通常の支払時期にどのように関連するのか並びにそれらの要因が契約資産及び契約負債の残高に与える影響
の説明

• 過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当期に認識した収益（例えば、取引価格の変動）がある場合には、当該
金額

残存履行義務に配分した
取引価格＊

• 当期末で未充足（又は部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額
• 上記に従って注記した金額を、企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのか。以下のいずれかの方法により注記
ⅰ. 残存履行義務の残存期間に最も適した期間による定量的情報を使用した方法
ⅱ. 定性的情報を使用した方法

＊　本改正会計基準第80-22項から第80-24項において、一定の要件を満たした場合の実務上の便法が認められている。
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（3）工事契約等から損失が見込まれる場合
企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」

における注記事項の定めを引き継いでいます（本改正
適用指針第193項）。このため、次の事項が注記され
ることとなります（本改正適用指針第106-9項、第
106-10項）。

（4）個別財務諸表における取扱い
連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表に
おいては、「収益の分解情報」及び「当期及び翌期以
降の収益の金額を理解するための情報」について注記
しないことができるとされています（本改正会計基準
第80-26項）。また、「収益を理解するための基礎となる
情報」の注記を記載するにあたり、連結財務諸表にお
ける記載を参照することができるとされています（本
改正会計基準第80-27項）。
さらに、連結財務諸表を作成している場合、個別財
務諸表においては、本改正会計基準第78-2項、第78-3

項及び第79項の表示及び注記の定め（本稿Ⅲ1.（1）か
ら（3）参照）を適用しないことができます（本改正会計
基準第80-25項）。

（5）四半期財務諸表における取扱い
全ての四半期の四半期連結財務諸表及び四半期個別
財務諸表において、年度の期首から四半期会計期間の
末日までの期間に認識した顧客との契約から生じる収
益の分解情報の注記のみが求められています（改正企

業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基
準」第19項（7-2）、第25項（5-3）、第58-5項及び
第58-6項）。

3. 会計処理に関する改正
2018年会計基準においては、契約資産は金銭債権

として取り扱うこととされていましたが、本改正会計
基準では、契約資産の会計処理については、IFRS第
15号が必ずしもその性質について言及していないこ
と等を踏まえ、契約資産が金銭債権に該当するか否か
については言及しないとされています（本改正会計基
準第150-3項）。
この点、契約資産が金銭債権に該当するかを言及し
ないものの、本改正会計基準に定めのない契約資産の
会計処理は、企業会計基準第10号「金融商品に関する
会計基準」における債権の取扱いに準じて処理するこ
ととし、また外貨建ての契約資産に係る外貨換算につ
いては、企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」
の外貨建金銭債権債務の換算の取扱いに準じて処理す
ることとされています（本改正会計基準第77項）。

4. 適用時期及び経過措置
本改正会計基準の原則適用の時期は、2018年会計

基準の原則適用の適用日と同じとされていることから、
適用の準備にあたっては会計処理のみならず表示及び
開示も含めて検討を進める必要があります。具体的
な適用時期及び経過措置については、＜表3＞のとお
り定められています（本改正会計基準第81項から第
89-4項、第208項から第216項）。なお、会計処理の
定めである2018年会計基準のみ早期適用することも
可能とされています。

▶表3　適用時期及び経過措置

• 当期の工事損失引当金繰入額
• 同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金
がともに計上されることとなる場合には、棚卸資産
と工事損失引当金の相殺の有無及び関連する影響額

項目 内容

本改正会計基準の
適用時期

（原則適用）
21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用します。

（本改正会計基準の早期適用）
• 20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用できます。
• 20年4月1日に終了する連結会計年度及び事業年度から21年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度末に係る連
結財務諸表及び個別財務諸表から適用できます。

（2018年会計基準の早期適用）
• 20年改正会計基準を適用している場合を除き、21年3月31日以前に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができ
ます。

表示及び開示に関
して新たに追加さ
れた経過措置

• 適用初年度の前連結会計年度の連結財務諸表（注記事項を含む）及び前事業年度の個別財務諸表（注記事項を含む）（以下合わせて「適用
初年度の比較情報」）について、新たな表示方法に従い組替えを行わないことができます。また、この場合、適用初年度において、影響を
受ける連結財務諸表及び個別財務諸表の主な表示科目に対する影響額を記載します。

• 本改正会計基準等の適用初年度においては、本改正会計基準等において定める注記事項を適用初年度の比較情報に注記しないことができ
ます。
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